
北本市犯罪被害者等支援条例の制定について

１ 趣旨

犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等の支援に関し基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の
支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減を図り、再び
平穏な生活を営むことができるように支援することで、犯罪被害者等の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与することを目的に制定するもの。

２ 県内他市町村の状況

３  条例制定の背景

⑴ 条例制定状況
(令和5年10月1日現在)

36／63市町（制定割合：57.1％）

⑵ 見舞金支給額

遺族見舞金３０万円・傷害見舞金１０万円
を支給する自治体

26／31市町（同額支給割合：83.9％）
※見舞金を含まず、理念条例のみ制定している５市町除く

犯罪被害者等基本法
とこの条例の関係

犯罪被害者等基本法では、地方公共団体や国
民の責務等が示されているが、その内容をよ
り明確にするため、市として条例を定めるも
の。

４ 国の給付制度と市の見舞金

国の犯罪被害給付制度に係る給付金の支給は、審査に平均約10か月
（令和４年度平均裁定期間）の期間を要する。市の見舞金は、定額で
迅速に支給することにより、犯罪被害者等の経済負担の軽減を図るも
の。



５ 北本市の状況

６ 施行予定日 規定 施行予定日

条例・施行規則 令和６年４月１日

項目 規定内容（概要）

基本理念

⑴ 全ての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
⑵ 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、二次的被害の状況等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情

に応じて適切に推進されなければならない。
⑶ 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、

途切れることなく受けることができるように推進されなければならない。

市の責務
⑴ 基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、及び

実施するものとする。
⑵ 前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等との連携協力を図るものとする。

市民の責務
市民は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、二次的被害が生ずる
ことのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努め
るものとする。

事業者の責務

⑴ 基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、その
事業活動を行うに当たっては、二次的被害が生ずることのないよう十分配慮するとともに、犯罪被害者等の支援に努
めるものとする。

⑵ 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事等に関する手続に適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の
就労及び勤務について、十分に配慮するよう努めるものとする。

見舞金の支給

市は、犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、次のとおり見舞金を支給する。
⑴ 遺族見舞金 ３０万円
⑵ 傷害見舞金 １０万円
※支給対象：施行の日以後に行われた犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族又は傷害を受けた犯罪被害者について適用する。
※対象犯罪：日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為
（対象外：正当防衛、正当行為、過失による行為）

主な内容（概要）
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